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活様式が変わり水の使用量ポ増えてくると蛇口から

ジャｰと音をたてて出てくるような水道方式が喜ばれる.

自噴井にホｰムポンプがついて各戸で一斉に汲み上げ

るとその量がその土地に集ってくる地下水の量を上回

ってしまう.こういう状態に柱ると水位はだんだん

と低下していつのまにかホｰムポンプでは水が上らな

くなってしまう,近くに上水道や簡易水道ができたり

商店や銀行が冷房のために大きなポンプを動かし淀り

また工場が大量に地下水を汲み､ヒげると水位の低下は

一層ひどくなる｡そして自噴弗がなくなった艶麗は

次第に広カミって広い地区が競演とした感じになってし

まう,

濃尾平野は自噴井が多いところで図のように少な

くとも昭和初年頃には大きな自噴地帯があった秘昭和

29年限には3カ所に分裂しそれらが慈塗隠小蜜く溶顯

て自噴弗をみることも少なくなった表夢想踏鳶世平

野の真中ではもり&もりk深い位置繕溝鷲兼開発⑳圧

力の高い帯水層を掘り抜かなければ禽麟弗は芯蓄滅･

であろうし蜜た浅い自噴井は山地寄りの溺状地の兼端

付近だけに残るであろう岳

地域全体としての地下水の汲み上げ鐙淡多く溶鳶ム

地下水の水位か低下する｡水位低下秘次蜜く落る恕

揚水量がまず濠す減少する､軟弱な地盤恋できている

ところでは沈下が発生し海津近くでは海氷淋陵地熔

浸透して地下水の利用が大幅に制限され蕃出費績な鳶｡

また美しい泉があるとこるでは湧出鐙淡減少むて薬

観がそこなわれるであろう.そこで地繊ぐ蕩み恐地

下水を守ろうという動きが起こるのは当然である害

工業用水としての地下水を合理的に開発していこうと

いう画期的な組織が最初にでき恕のは新潟県の上越地

方であろう｡この組織ができた動機はっぎのようで

ある.この地方に勅る工場は昭和30年までは工00m

前後の浅い地下水を使用していたが鉄分力童多くて使用

に研えないうえに新増設分の水量をこれに依存するに

はいささか不安であった吉そこで県が主体と放って

地下水調査を行なったところ400㎜位の深さ蛮で帯水

層があることがわかった.そこで未開発の地下水を合

理的に各社が利用することを県が提案し昭和30年王0

月に組織がで書だ｡その後33年に｢地下水利用開発

協議会｣と改められ直江津市のほかに高旧市新井

市の工場も加盟しさらぽ都市水道も傘下に入った｡

千葉県の五井･市原1千葉臨海工業地帯でも工業用

地下水の採取についての自主調整が行なわれている珪

ここの方法はまず土地の繭積に応じて地下水の汲み上

げ量を定めておりつぎにその水量を井戸間隔によって

細かく規定している.そして井戸の位置は隣接工

場との鏡界から一定の距離を保つようにしてある.基

準は地区によって異なるカミたとえば次のような基準

のところがある｡

ユ)最大揚水鐙は井戸ユ本当リ60肌3他ノ90,000!がとする

2)井戸相互の間隔は少なくとも300貴けする隣接工場の境

界線付逓紀掘さくする場合は漂賢舵して少なくともそ

の境界線から醐㎜の距離をとるものとする

3)井戸間隔250㎜(隣接工場の境界線からユ25in)のときは井

戸1奉当り最大揚水鏡は§0がノhとする

4)井戸間蹴婁00頁ユ(隣接工場の境界練から工00m)のときは井

原五本幾簑最大場氷鑑は遂｡賊婁/hをする

5)井戸間隔蝸m(隣接工場の境界線から87｡δm)のときは

井戸1本当りの最大揚水澄は30m3/hとする

予葉県湾は歓雌が綬習浦野エ薬顕地秘地下水採取

紀幼次⑳組織を僚顯愁潟り茂原帝湾は帝⑳氷遼&会

維の水源濠が隣擦篶鷲喝蔓鋤塙爽擦楽栄⑱滋揚で二

点閥鰯協驚蟹萄く欄符浦血漢淀蔑兵飾懇宥縞な

ザ窟螢の薦霧&げて流れて雫篤憾悉悉約蔓島市内

⑳湧疑淡滋魔隠滅失篶恕ζあから腹篤湧水を締る会J

榔召和郷隼工鯛悠発還篶恕田

地下水悠須い芯の法的鱗釈刷敷地下水1ζは

㈹一憲の氷踏墾溜する地γ流氷

(鯵)一鑓の氷騒塗膚せ城地溝縫縛滞怒しくは錐遼する地下浸

透水

の2種があるとされている､㈹の地下流水について�
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は地上流水と同一の原則にしたがうものとするのが通

説であるが(口)の地下浸透水に?いては民法207条に基

づいて土地所有者が任意に使用し処分をなすことができ

るのカミ原貝1｣である.

｢土地所有者ノ･法令二別段ノ規定着タノ㍉之ト劾カラ回

ジウスル反対ノ慣習存セサル眼リ真土地ヲ掘さくシテ地

下ノ水ヲ任意二利用スル権利アルヲ以テ之ガ為メ池ノ土

地二於テ勉人ガ利用スル水二影響ヲ及ボスコトアルそ権

利侵害トノ･ナラズJ(明治2913127大判同381王かユO

大判).

この問題には前章で紹介した昭和10年剛3年の判

例にあるように権利濫用の法理の適用がありうる.

すなわち民法第王条のギ基本原理Jである

1項私権八公共ノ福祉二遵フ

3項権利ノ濫用ハ之ヲ許サス

の大原則があるからである.

昭和3工年法律篤螂号である工業用水法は工業の健

全匁発展に寄与しあわせて地盤の沈下の防止に資するこ

とを直接員的とし工業用水の合理的抵供給を確保する

とともに地下水源の保全を図ることを終局目的としてい

る.このように地下水は土地所有権に付従するもの

と考吏られ地下水をめぐる訴訟においても｢土地所

有音の自由に使用しうべきもの｣という判決が支配的で

あったが近年地下水需要の増大と社会福祉との関係が

複雑化して他人に対して｢社会観念上許される範囲外

の使用｣を行なうことは｢権利の濫用Jであるとの判

決も行なわれるように放った.前記の工業用水法の改

正(昭棚7年)凄た｢建築物用地下水の採取の規制に関

する法律｣(同年)では地盤沈下防止のために地下水

の採取が制限されそして公害基本法(暇和42年)に

社会生活上人又は物に及ぼす公害として地下水の採取が

加えられたのは従来の考え方がさらに｢私権ノ･公共ノ

福祉二遵フ｣方向へと前進しつつあることを裏書きする

ものであろう.このような動きは地下水の採取だけ

に限ったものでは枚く工場の騒音にかかわる裁判所の

判決にも見い出すことができる.

､

濃屍平灘の自噴帯

地下水適正化調査がそれである.

さきに紹介した新潟県や千葉県で行たわれている地下

水利用者間の自主調整にも限界がありま淀園か行なう

にしても地下水利周者の協力がなければ合理的利用を

推進することは困難である｡しかし何らかの地下水

災害が生じて利用著に共通の悩みがある地域ではこ

の趣旨に賛同カ童得られる.すでに適正化調査を終克た

静醐県富士市愛知県一宮罵衝地域では調査成果に基

づいて地下水利用対策協議会が発足し滑動を始めて

いる.富士市にある｢笹南地域地下水利用対策協議会J

の対策基本方針はつぎの通りである.

1)地下水の塩水化等を現状以上に進展させないζとを黒途と

し地下水の揚水量は全体として現状の範囲で調整する

2)企業の生産増大等ぽともなう水需要に対処し｡て積極的な

水利用の合理化を推進する

3)未聞発の深部地下水については利用の調整を行なう

4)東駿河湾工業用水道の建設を促進する

工業用水法の適用を受けている地域は地盤沈下が生

じている塩水カミ侵入して淡水の利用赫極度に悪化して

いる地下水位が異常に低下しているなどの地下水災

害をすでに起こしている.しかしその傾向がまだ初

期的た段階にあっていまから処置すればくい止めるこ

とができるあるいは近い将来に地下水災害が起こると

予想される地域について地下水の合理的利用を積極的

に行たい上記の災害を未然に防止しようという政策が

通商産業省でとられている,婿和40年度から始まった

海外における地下水規制は水資源としての地下水利�


